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昨
年
、
人

手
不
足
解
消

や
次
な
る
経

済
成
長
を
め

ざ
す
と
し
て

「
働
き
方
」

を
大
き
く
変
え
る
法
律
が
相
次
い

で
成
立
し
た
▼
私
の
街
で
は
、
多

く
の
外
国
人
労
働
者
が
工
場
に
通

う
姿
が
日
常
の
光
景
だ
。
外
国
人

労
働
者
の
受
け
入
れ
を
拡
大
す
る

改
正
出
入
国
管
理
法
が
成
立
す
る

中
、
あ
る
新
聞
記
事
で
は
「
外
国

人
労
働
者
救
済
支
援
セ
ン
タ
ー
」

に
、
賃
金
未
払
い
、
労
災
や
暴
力

な
ど
の
問
題
を
抱
え
る
実
習
生
ら

が
駆
け
込
ん
で
い
る
。
新
制
度
で

も
使
い
捨
て
に
さ
れ
な
い
か
不
安

が
広
が
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い

た
▼
日
本
人
労
働
者
が
精
神
的
・

肉
体
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る

事
例
で
は
、
労
働
時
間
に
か
か
わ

ら
ず
残
業
代
が
一
定
額
と
な
る
労

働
裁
量
制
の
職
場
に
お
い
て
、
連

日
深
夜
に
及
ぶ
仕
事
で
勤
務
中
に

涙
が
止
ま
ら
な
く
な
る
な
ど
、
感

情
の
抑
え
が
効
か
な
く
な
り
精
神

科
を
受
診
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ

て
い
た
▼
多
様
な
働
き
方
の
裏
側

で
、
経
済
効
率
・
企
業
利
益
優
先

の
し
わ
寄
せ
を
受
け
る
の
は
現
場

労
働
者
で
あ
る
▼
19
春
闘
の
経
営

側
の
指
針
で
は
、
基
本
給
を
底
上

げ
す
る
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
偏
重
の
交

渉
を
け
ん
制
し
、
働
き
方
改
革
を

よ
り
重
視
す
る
方
向
に
転
換
す
る

と
し
て
い
る
。
こ
の
社
会
で
、
チ

ェ
ッ
ク
機
能
を
持
つ
労
働
組
合
の

重
要
性
が
今
後
更
に
高
ま
る
の
は

間
違
い
な
い
。 

（
Ｋ
・
Ｔ
）

　
Ｊ
Ｒ
東
労
組
本
部
は
、
12
月
18
日
に

本
社
か
ら
「
就
業
規
則
等
の
改
正
に
つ

い
て
」
の
提
案
を
受
け
ま
し
た
。
「
変

革
２
０
２
７
」
の
実
現
に
向
け
て
、
よ

り
柔
軟
な
働
き
方
を
可
能
と
し
、
社
員

の
働
き
が
い
創
出
と
、
社
員
・
グ
ル
ー

プ
の
持
続
的
な
成
長
等
を
目
的
と
し
て

新
た
な
制
度
の
導
入
、
労
働
基
準
法
の

改
正
等
に
伴
い
就
業
規
則
等
の
改
正
を

実
施
す
る
と
し
て
、『
１
・
テ
レ
ワ
ー

ク
の
導
入
　
２
・
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
の
改
定
　
３
・
年
次
有
給
休
暇
の
時

季
指
定
義
務
　
４
・
特
別
休
日
の
指
定

日
の
変
更
』
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
Ｊ
Ｒ
東
労
組
本
部
は
、
１
月
11
日
に

申
し
入
れ
を
し
、
１
月
16
日
に
団
体
交

渉
を
行
い
ま
し
た
。「
働
き
方
改
革
関

連
法
」
や
「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」

に
踏
ま
え
た
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

労
働
者
に
と
っ
て
生
活
向
上
に
資
す
る

た
め
の
改
正
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ

と
を
提
案
時
に
会
社
に
対
し
て
申
し
述

べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
交
渉
で
も

「
働
か
せ
方
改
革
」
に
な
ら
な
い
よ
う

に
議
論
を
行
い
ま
し
た
。

１
・
テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入

　
乗
務
員
勤
務
制
度
の
見
直
し
の
議
論

で
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
設
置
な

ど
に
よ
る
働
き
方
改
革
の
側
面
が
打
ち

出
さ
れ
て
お
り
、
３
月
16
日
か
ら
実
施

に
な
り
ま
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク
は
、〝
テ
レ

ワ
ー
ク
の
趣
旨
を
理
解
し
、
労
働
時
間

が
管
理
で
き
る
人
〞
と
会
社
が
承
認
し

た
人
し
か
行
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
情
報

漏
洩
の
リ
ス
ク
な
ど
を
考
え
、
テ
レ
ワ

ー
ク
で
使
用
す
る
パ
ソ
コ
ン
類
は
会
社

が
貸
与
し
た
物
に
限
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
業
務
計
画
、
始
終
業
時
間
や
休
憩

時
間
に
つ
い
て
前
日
ま
で
の
申
請
が
基

本
で
あ
り
、
終
了
時
の
報
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
使
用
す
る
側
、
許
可

す
る
側
双
方
の
労
働
時
間
管
理
の

重
要
性
が
増
し
、
法
令
を
遵
守
す

る
上
で
、
適
正
な
労
働
時
間
管
理

が
求
め
ら
れ
、
教
育
の
重
要
性
に

つ
い
て
議
論
を
深
め
ま
し
た
。

２
・
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の 

　
　

改
定

　
コ
ア
タ
イ
ム
が
廃
止
さ
れ
ま

す
。
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
、

あ
く
ま
で
も
月
間
労
働
時
間
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
裁
量
労
働

制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
育
児･

介

護
勤
務
制
度
（
短
時
間
・
短
日

数
）
や
年
休
・
半
休
も
活
用
で
き

ま
す
。
労
基
法
第
34
条
に
よ
っ
て

休
憩
時
間
を
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
テ
レ
ワ
ー
ク
と

同
様
に
労
働
時
間
管
理
が
非
常
に
重
要

と
な
り
ま
す
。

３
・
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
指
定
義
務

　
昨
年
度
の
年
休
取
得
日
数
の
社
員
平

均
は
17
・
８
日
で
、
５
日
以
上
取
得
で

き
て
い
な
い
社
員
は
約
７
０
０
人
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
法
改
正
に
よ

り
、
５
日
必
ず
取
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
罰
則
規
定
も
あ
り
ま
す
。
大
前

提
は
社
員
自
ら
が
５
日
以
上
計
画
的
に

取
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
会
社
が
年
休

の
時
季
指
定
を
す
る
と
い
う
最
終
手
段

を
使
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
慫
慂
を
行

っ
て
い
く
と
し
て
い
ま
す
。

４
・
特
別
休
日
の
指
定
日
の
変
更

　
天
皇
誕
生
日
の
変
更
に
伴
う
も
の
な

の
で
、
特
に
課
題
が
発
生
し
な
い
こ
と

を
確
認
し
ま
し
た
。

　「
働
き
方
改
革
関
連
法
」
な
ど
に
あ

る
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
の

創
設
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
の
清
算
期

間
延
長
な
ど
は
現
時
点
で
導
入
す
る
考

え
が
な
い
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

　
今
後
、少
子
高
齢
化
、生
産
年
齢
人
口

の
減
少
は
日
本
全
体
の
問
題
で
す
。
労

働
力
確
保
の
た
め
に
多
様
な
働
き
方
が

推
進
さ
れ
て
い
く
日
本
社
会
に
お
い
て
、

人
材
確
保
、
労
働
時
間
管
理
と
健
康
管

理
は
重
要
な
課
題
で
す
。
私
た
ち
の
働

き
方
は
、
こ
れ
か
ら
変
化
を
求
め
ら
れ

て
い
く
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

制
度
の
定
着
に
向
け
た
職
場
議
論
を
行

い
、
労
働
者
の
生
活
向
上
に
資
す
る
制

度
、
環
境
に
し
て
い
く
た
め
に
社
会
全

体
に
も
目
を
向
け
、
職
場
か
ら
議
論
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

私
た
ち
の
こ
れ
か
ら
の
働
き
方
を
考
え
て
い
こ
う
！

「
就
業
規
則
等
の
改
正
に
つ
い
て
」団
体
交
渉
を
行
う

働き方改革関連法によって改正されるPOINT
１．時間外労働の上限規制が導入されます！
　　（2019年４月１日～　※中小企業は2020年４月１日～）
　　時間外労働の上限を月45時間、年360時間を原則とする
２．年次有給休暇の時季指定義務が企業に課せられます！
　　（2019年４月１日～）
　　10日以上年休が付与されてる労働者に対して、使用者は年５

日時季指定して与えなければならない
３．同一企業内において、正規雇用と非正規雇用の労働者間の不合

理な待遇差が禁止されます！
　　（2020年４月１日～　※中小企業は2021年４月１日～）

申
13
号

仲間と共に新たなＪＲ東労組運動を
展開していこう!

　JR東労組本部（1/8）、ジェイアールバス東北本部
（1/30）、JRバス関東本部（1/31）は、2019旗開き
を行い、JR東労組の存亡をかけて、組織強化・拡大を
仲間と共に実現していくことを確認しました。
　2019年、明るく元気に職場から運動をつくり出そう!


